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第１編 第二次実施計画の策定にあたって 

第１章 実施計画の位置づけ 

市川市総合計画は、基本構想が平成 12 年 12 月に市議会の議決を経て定められ、基本計画は

平成 13 年 3 月に策定されました。基本構想は、「ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文

化のまち いちかわ」を将来都市像として定め、21 世紀の第 1・四半世紀（概ね 2025 年：平

成 37 年）を目標年度としています。 

また、基本計画は、基本構想を具現化するための基本的な施策を定めるもので、平成 13 年度

（2001 年度）から平成 22 年度（2010 年度）の 10 年間を計画期間とする第一次基本計画のも

と、これまでに第一次実施計画（計画期間 2001～2005 年度）、第二次実施計画（2006～2008

年度）、第三次実施計画

（2008～2010 年度）を推進

してきました。 

このたび、平成 23 年度

（2011 年度）から平成 32

年度（2020 年度）を計画期

間とする第二次基本計画の

もとで、施策を実現するため

の事業を定めた、第二次実施

計画（計画期間 2014～2016

年度）を策定しました。 
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第第一一次次実実施施計計画画  
（（55 年年間間））  

 第第二二次次実実施施計計画画  
（（33 年年間間））  

 

基基本本構構想想((概概ねね 2255 年年間間))  

第第一一次次基基本本計計画画((1100 年年間間))  
 

第第二二次次基基本本計計画画((1100 年年間間))  
 

 

第第三三次次実実施施計計画画  
（（33 年年間間））  

 

第第二二次次実実施施計計画画  
（（33 年年間間））  

 

第第一一次次実実施施計計画画  
（（33 年年間間））  
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第２章 実施計画策定の基本的な考え方 

（計画期間） 
第二次基本計画の計画期間は、平成 23 年度（2011 年度）から平成 32 年度（2020 年度）

の 10 年間と定められています。 
第二次実施計画の計画期間は、基本計画に示された施策の課題について社会的、経済的な

変化に柔軟に対応しながらを積極的に取り組んでいくため、平成 26 年度（2014 年度）から

平成 28 年度（2016 年度）までの 3 年間とします。 
 

（事業選定） 
第二次基本計画については、「保健・医療」等の 45 の施策のもと、中分類 102、小分類 273

に体系化されています。 
第二次実施計画は、基本計画の体系を基に、79 事業を位置づけました。 
事業の選定にあたっては、「第二次基本計画 第一次実施計画 総合評価」の結果を反映さ

せるとともに、少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少を踏まえた事業や、美しい景観を始

めとした都市の魅力向上に向けた事業を選定しました。 
なお、実施計画に位置づける事業は、基本計画に示された施策の課題を解決するためにも

っとも有効な事業であることを基本としています。 
 

第３章 数値目標等 

本計画では、先の第一次実施計画（2011 年度～2013 年度）に引き続き、実施計画事業ご

との達成度を測るために、事業活動の規模や事業の成果を示す指標を表した「数値目標等」

を定めています。 
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第４章 実施計画の前提 

（１）財政推計 

    実施計画期間内の財政規模の推計にあたっては、過去の実績や経済動向も考慮し、今後

の国・県の政策動向などを踏まえるとともに、行財政改革の推進による健全財政の改革を

基本として試算したものです。 

財政規模（平成２６年度～平成２８年度・一般会計） 

       （単位：千円） 

区   分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 ３ヵ年合計 

市税 78,433,000 78,565,000 78,297,000 235,295,000 
国・県支出金 29,463,170 28,895,365 30,651,461 89,009,996 
その他 23,203,830 25,748,298 27,924,616 76,876,744 

一般会計 歳入計 131,100,000 133,208,663 136,873,077 401,181,740 
義務的経費 74,343,004 75,311,788 75,786,763 225,441,555 
投資的経費 7,255,360 14,800,347 18,718,422 40,774,129 
その他 49,501,636 48,409,427 48,275,675 146,186,738 

一般会計 歳出計 131,100,000 138,521,562 142,780,860 412,402,422 
     

財源不足 0 ▲5,312,899 ▲5,907,783 ▲11,220,682 
     
予算調整・

財源対策 

後 

歳入計 131,100,000 134,821,562 138,680,860 404,602,422 

歳出計 131,100,000 134,821,562 138,680,860 404,602,422 

※区分について 

※義務的経費：人件費・扶助費・公債費の合計    投資的経費：普通建設事業費の合計 

その他：物件費・維持補修費・補助費等・積立金・出資金・貸付金・繰出金・予備費 

※予算調整について 
財源不足額の概ね 70％について歳出を削減するものとして算出しています。歳出削減に伴う歳

入(特定財源)の減を 20％程度見込んでいます。 
※財源対策について 
 財政調整基金の繰り入れです。 
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（２）実施計画事業費 

本計画における実施計画事業費は 648億 2万 6千円とします。 

分野別の実施計画事業費及び財源内訳は次のとおりです。 

 

第二次実施計画事業費 年度別事業費 

（単位：千円） 

 

事

業

数 

平成 26 年度 

計画額 

平成 27 年度 

計画額 

平成 28 年度 

計画額 

3 ヵ年計画 

合計額 

真の豊かさを感じる 

まち 
24 

5,975,851  

(2,789,308) 

7,045,869  

(3,111,940) 

7,400,575  

(3,321,321) 

20,422,295  

(9,222,569) 

彩り豊かな文化と芸

術を育むまち 
6 

365,140  

(189,926) 

140,757  

(105,542) 

129,301  

(97,717) 

635,198  

(393,185) 

安全で快適な魅力あ

るまち 
30 

9,482,883  

(1,369,410) 

12,948,004  

(1,693,929) 

13,754,879  

(1,768,011) 

36,185,766  

(4,831,350) 

人と自然が共生する 

まち 
10 

2,274,580  

(1,926,929) 

2,265,951  

(1,939,900) 

2,254,141  

(1,912,890) 

6,794,672  

(5,779,719) 

市民と行政がともに 

築くまち 
9 

232,779  

(101,215) 

400,968  

(206,884) 

128,348  

(29,528) 

762,095  

(337,627) 

合  計 79 
18,331,233  

(6,376,788) 

22,801,549  

(7,058,195) 

23,667,244  

(7,129,467) 

64,800,026  

(20,564,450) 

※（  ）内数値は、実施計画事業費のうち一般財源額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1 編 第二次実施計画の策定にあたって 

5 
 

 

 



 

6 
 

 
 
 

 
 

基本目標１ 真の豊かさを感じるまち 
施策の方向 大分類 中分類 

1.健康で安心して暮らせる、地域福祉
の充実したまちをつくります 

1.保健・医療 
1.地域における医療環境の充実 
2.健康づくりの推進 
3.公衆衛生の推進 

2.子育て 
1.子どもの権利保障と配慮を要する子どもの支援 

2.地域における子育て支援 

3.地域福祉 
1.支え合い社会への意識変革 
2.地域への参加と交流の体制づくり 
3.地域の安心と信頼の向上 

4.障害者福祉 

1.社会参加の促進 
2.生活支援の充実 
3.医療・リハビリテーションの支援 
4.地域の理解・支援の促進 

5.高齢者福祉 
1.介護予防と生きがいづくりの充実 
2.介護サービス及び生活支援サービスの充実 

6.社会保障・住まい 
1.安心して暮らせる社会保障の充実 
2.住まいの安心・安全への支援 

7.スポーツ 1.スポーツ環境の充実 

2.豊かな人間性を育み、創造力 
あふれる子どもを育てます 

1.子どもの教育 
1.子どもの育成（子どもの姿） 
2.家庭・学校・地域の連携（家庭・学校・地域の姿） 
3.教育環境の整備・充実（市川の教育の姿） 

3.生きがいを見いだす、いきいきとし
た生涯学習社会をつくります 

1.生涯学習 1.生涯を通して学び続けられる学習環境の実現 

4.誰もが安心して働くことができる環
境をつくります 

1.雇用・労働 
1.就労の支援 
2.労働環境の向上 

2.消費生活 
1.自立して、考え、行動する消費者の育成 
2.消費者被害の救済 

5.人権を尊重し、世界平和に貢献 
します 

1.人権・男女共同参画 
1.人権尊重社会の実現 
2.男女共同参画社会の実現 

2.平和 
1.平和意識の高揚 
2.国際平和のための活動の促進と支援 

基本目標２ 彩り豊かな文化と芸術を育むまち 
施策の方向 大分類 中分類 

1.芸術・文化を身近に感じるまちを 
つくります 

1.芸術・文化 1.豊かな心を育む文化活動の支援 

2.文化的資産や伝統文化をまちの 
活性化に活かします 

1.文化的資産 1.地域を彩る文化的資産の保全・活用 

3.暮らしの中で「まちの文化」を 
育みます 

1.文化の創造 
1.新たな「まちの文化」の構築 
2.新たな文化的資源の創出と情報発信 
3.多文化共生のまちづくり 

基本目標３ 安全で快適な魅力あるまち 
施策の方向 大分類 中分類 

1.安全で安心して暮らせるまちを 
つくります 

1.危機管理・消防 
1.危機管理体制の強化 
2.消防力の強化 

2.治水 
1.水害のないまち 
2.水害に対する意識の啓発 

3.防犯 1.防犯まちづくりの推進 

4.交通安全 
1.道路の安全性の向上 
2.適切な自動車交通の誘導 
3.交通安全に関する意識啓発 

2.快適な暮らしを支え、質の高い 
都市基盤整備を進めます 

1.ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 
1.まちのユニバーサルデザイン化 
2.公益施設のユニバーサルデザイン化 

2.道路・交通 

1.環境負荷を低減し都市機能を向上させる道路交通 
2.鉄道断面、渡河部における交通混雑の解消 
3.快適な歩行者自転車空間づくり 
4.公共交通の充実 
5.道路の管理 

3.下水道 1.水環境の良好な保全と整備 

4.住宅・住環境 
1.健康で安全・安心して暮らせる住まいとまちづくりの実現 
2.良好な住まいと地域に根ざしたまちづくりの実現 

5.公共施設 1.公共施設等の有効的、効率的な活用 

ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ 
 

第５章 基本計画における施策の体系  
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基本目標３ 安全で快適な魅力あるまち（続き） 
施策の方向 大分類 中分類 

3.自然、歴史、社会環境などを 
活かして、バランスのとれた 
魅力ある土地利用を図ります 

1.土地利用 
1.都心に近い住宅都市として魅力ある市街地の形成 
2.都市経営の観点から効率的で適切な土地利用の誘導 
3.地域ごとの特性を活かした持続可能な地域づくり 

2.景観 
1.「水と緑」・「歴史と文化」を生かした景観の形成 
2.まちの個性に彩られた表情豊かな景観の形成 

4.産業を振興し、活力あるまちを 
つくります 

1.商工業 
1.商工業の活性化 
2.適正な計量の推進 
3.食品流通の円滑化 

2.都市農業 
1.環境に配慮した農業の推進 
2.活力に満ちた農業の推進 
3.市民に親しまれる農業の推進 

3.水産業 
1.持続可能な漁業環境及び経営・流通環境の整備 
2.市民と共存する都市型水産業の振興 

基本目標４ 人と自然が共生するまち 
施施策策のの方方向向  大大分分類類  中中分分類類  

1.自然を大切にし、やすらぎと潤いの
あるまちをつくります 

1.自然環境 
1.生物多様性の確保 
2.自然とふれあえる機会づくり 

2.公園・緑地 

1.地域の緑の保全と活用 
2.魅力ある公園の提供 
3.花と緑が豊かなまちづくり 
4.水と緑のネットワークの形成 

3.河川・水辺 
1.水辺の環境の保全、三番瀬の再生・保全 
2.親しみのある水辺空間の創造 

2.環境への負荷の少ないまちをつくり
ます 

1.地球環境 
1.地球環境問題への理解と意識の醸成 
2.地球温暖化への対応 

2.生活環境 
1.身近な環境の保全 
2.市民の健康と安全で清潔な生活環境の保持 

3.廃棄物の発生を抑制し資源循環型の
まちをつくります 

1.資源循環型社会 
1.３Ｒの推進 
2.廃棄物の適正処理の推進 

基本目標５ 市民と行政がともに築くまち 
施策の方向 大分類 中分類 

1.市民と行政とのパートナーシップの
もとでまちをつくります 

1.協働・市民参加 
1.協働によるまちづくりの推進 
2.市民参加の推進 

2.情報の発信・提供 
1.市民と行政の情報の共有化 
2.公文書の正確、迅速な取り扱い 
3.情報公開の一層の推進 

2.まちづくりのための新しい 
コミュニティをつくります 

1.地域コミュニティ・ 
市民活動 

1.地域コミュニティの活性化 
2.市民活動の活性化と公共サービスの担い手の創生 

3.分権時代にふさわしい行財政運営を
推進します 

1.政策展開 
1.情報の収集と整備 
2.法務能力の向上 
3.施策の評価と反映 

2.行政体制 

1.適正な人事管理 
2.定員の適正化 
3.民間活力の活用 
4.公正性、効率性の確保 

3.窓口・相談機能 
1.市民相談機能の充実 
2.窓口サービスの充実 

4.財政運営 
1.財政健全化の推進 
2.自主財源の充実・確保 

5.広域行政 1.広域行政の推進 

4.情報通信技術を市民生活の向上に活
かします 

1.情報化 
1.電子行政サービスの刷新と拡充 
2.ＩＣＴを活かした行政事務の効率化の推進 
3.情報システムの安全性の強化 
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第６章 実施計画事業索引 

（大 分 類） （事  業  名） （所管名） （ページ） 

    

（基本目標１ 真の豊かさを感じるまち）   

   
保健・医療 1. 予防接種事業 （疾病予防課） 17 
子育て 2. 児童虐待対策事業 （子育て支援課） 18 
 3. 子育てナビ事業 （子育て支援課） 19 
 4. 保育園整備計画事業 （保育計画推進課） 20 
 5. 私立保育園等一時預かり及び特定保育事業 （保育施設課） 21 
地域福祉 6. 地域ケアシステム推進事業 （地域福祉支援課） 22 
障害者福祉 7. 障害者雇用事業 （人事課、教育政策課） 23 
 8. 自立支援給付事業（介護給付費・訓練等給付費） （障害者支援課） 24 
高齢者福祉 9. 介護予防推進事業 (高齢者支援課、地域福祉支援課) 25 
社会保障・住まい 10. 市営住宅営繕事業 （市営住宅課） 26 
 11. 生活保護受給者就労支援事業 （福祉事務所） 27 
スポーツ 12. スポーツ指導者育成事業 （スポーツ課） 28 
子どもの教育 13. コミュニティクラブ事業 （青少年育成課） 29 
 14. 家庭教育学級運営事業 （生涯学習振興課） 30 
 15. 校内塾・まなびくらぶ事業 （指導課） 31 
 16. 学校支援実践講座事業 （生涯学習振興課） 32 
生涯学習 17. 公民館主催講座活動事業 （社会教育課） 33 
 18. いちかわ市民アカデミー講座事業 （社会教育課） 34 
雇用・労働 19. 雇用促進事業 （商工振興課） 35 
 20. シルバー人材センター事業 （高齢者支援課） 36 
消費生活 21. 消費生活センター相談及び啓発事業 （総合市民相談課） 37 
人権・男女共同参画 22. 市川市ＤＶ対策事業 （男女共同参画課） 38 
 23. 男女共同参画センター講座事業 （男女共同参画課） 39 
平和 24. 平和啓発事業 （総務課） 40 
    
    
（基本目標２ 彩り豊かな文化と芸術を育むまち）   

   
芸術・文化 25. 「市川の文化人展」等事業 （文化振興課） 43 
 26. 市民会館建替事業 （文化振興課） 44 

文化的資産 27. 東山魁夷記念館管理運営事業 （東山魁夷記念館） 45 
文化の創造 28. 花火大会運営費負担事業 （観光交流推進課） 46 
 29. 市民まつり運営費負担事業 （観光交流推進課） 47 
 30. ｼﾃｨｾｰﾙｽ事業（いちかわ観光・物産案内所運営事業） （観光交流推進課） 48 
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（大 分 類） （事  業  名） （所管名） （ページ） 

    

（基本目標３ 安全で快適な魅力あるまち）   

   
危機管理・消防 31. 防災用品備蓄事業 （地域防災課） 51 
 32. 地域防災力強化事業 （地域防災課） 52 
治水 33. 都市基盤河川改修事業 （河川・下水道整備課） 53 
 34. 排水路整備事業 （河川・下水道整備課） 54 
 35. 排水施設整備事業 （河川・下水道整備課） 55 
防犯 36. 防犯対策事業 （市民安全課） 56 
交通安全 37. 狭あい道路対策事業 （建築指導課、道路安全課） 57 
 38. 自転車安全利用等啓発事業 （交通計画課） 58 
ユニバーサルデザイン 39. 人にやさしい道づくり重点地区整備事業 （道路建設課） 59 
道路・交通 40. コミュニティバス運行事業 （交通計画課） 60 
 41. 外環関連街路事業 （都市計画道路課） 61 
下水道 42. 公共下水道計画策定事業 （河川・下水道計画課） 62 
 43. 下水道施設長寿命化対策事業 （河川・下水道管理課） 63 
 44. アセットマネジメント推進事業 （河川・下水道管理課） 64 
 45. 公共下水道整備雨水事業 （河川・下水道整備課） 65 
 46. 公共下水道整備汚水事業 （河川・下水道整備課） 66 
住宅・住環境 47. 耐震診断・改修助成事業 （建築指導課） 67 
 48. あんしん住宅推進事業 （住環境整備課） 68 
 49. 空き家対策事業 （住環境整備課） 69 
公共施設 50. 庁舎整備事業 （新庁舎建設課） 70 
 51. 公共施設マネジメント推進事業 （管財課） 71 
土地利用 52. ＪＲ武蔵野線周辺調査事業 （都市計画課） 72 
 53. 道の駅整備事業 （街づくり推進課） 73 
景観 54. 中山参道地区街なみ環境整備事業 （まち並み景観整備課） 74 
 55. 都市景観形成事業 （まち並み景観整備課） 75 
 56. ガーデニング・シティ いちかわ事業（景観） （まち並み景観整備課） 76 
商工業 57. 企業・産業間連携支援事業 （商工振興課） 77 
 58. 女性起業家支援事業 （商工振興課） 78 
都市農業 59. 都市農業振興支援事業 （農政課） 79 
水産業 60. 市川漁港整備事業 （臨海整備課） 80 
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（大 分 類） （事  業  名） （所管名） （ページ） 

     
（基本目標４ 人と自然が共生するまち）   

   
自然環境 61. 自然環境推進事業 （環境政策課） 83 
公園・緑地 62. ガーデニング・シティ いちかわ事業（整備） （公園緑地課） 84 
 63. 国分川調節池上部活用事業 （公園緑地課） 85 
河川・水辺 64. 三番瀬保全再生 （臨海整備課） 86 
地球環境 65. 住宅用太陽光発電システム設置助成事業 （環境政策課） 87 
 66. 住宅用省エネルギー設備導入促進事業 （環境政策課） 88 
生活環境 67. 大気常時監視整備事業 （環境保全課） 89 
 68. 市民マナー条例推進事業 （市民安全課） 90 
資源循環型社会 69. ごみ発生抑制等啓発事業 （循環型社会推進課） 91 
 70. 分別収集促進事業 （清掃事業課・循環型社会推進課）  92 
     
     
（基本目標５ 市民と行政がともに築くまち）   

   
協働・市民参加 71. 大学との連携 （企画課） 95 
情報の発信・提供 72. インターネット放送局運営事業 （広報広聴課） 96 
地域ｺﾐｭﾆﾃｨ・市民活動 73. 自治会総合支援事業 （地域振興課） 97 
政策展開 74. 職員研修事業 （人事課） 98 
行政体制 75. 民営化推進事業 （経営改革課） 99 
窓口・相談機能 76. 総合市民相談・案内事業 （総合市民相談課） 100 
財政運営 77. 納税環境整備事業 （納税・債権管理課） 101 
広域行政 78. 広域行政推進事業 （企画課） 102 

情報化 79. 個人番号制度に対応するための基幹系 

システム改修事業 
（情報システム課） 103 
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